
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

副業・兼業の促進に関するガイドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年１月策定 

（令和２年９月改定） 

（令和４年７月改定） 

 

厚生労働省  



 

 

2 

目次 

１ 副業・兼業の現状 ............................................................................................ 3 

２ 副業・兼業の促進の方向性 .............................................................................. 3 

３ 企業の対応 ....................................................................................................... 6 

（１） 基本的な考え方 ......................................................................................... 6 

（２） 労働時間管理 ............................................................................................ 9 

（３） 健康管理 ................................................................................................. 16 

（４） 副業・兼業に関する情報の公表について ............................................... 17 

４ 労働者の対応 ................................................................................................. 18 

５ 副業・兼業に関わるその他の制度について ................................................... 19 

（１） 労災保険の給付（休業補償、障害補償、遺族補償等） .......................... 19 

（２） 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 ...................................................... 19 

 

 

  



 

 

3 

 

 

１ 副業・兼業の現状 

（１） 副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。副業・兼業を行う理由は、

収入を増やしたい、１つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広

げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で

必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、

正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。 

 

（２） 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように

利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限する

ことが許されるのは、例えば、 

① 労務提供上の支障がある場合 

② 業務上の秘密が漏洩する場合 

③ 競業により自社の利益が害される場合 

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 

に該当する場合と解されている。 

 

（３） 厚生労働省が平成 30年１月に改定したモデル就業規則においても、「労働者

は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされ

ている。 

 

２ 副業・兼業の促進の方向性 

（１） 副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点がある。 

 

【労働者】 

メリット： 

① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得る

ことで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。 

② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を

追求することができる。 

③ 所得が増加する。 

④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた

準備・試行ができる。 

 

本ガイドラインは、副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、

安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、副業・兼業の場合に

おける労働時間管理や健康管理等について示したものである。 
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留意点： 

① 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や

健康の管理も一定程度必要である。 

② 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要で

ある。 

③ １週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の

適用がない場合があることに留意が必要である。 

 

【企業】 

メリット： 

① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。 

② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。 

③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。 

④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会

の拡大につながる。 

 

留意点： 

① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘

密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要

である。 

 

（２） 人生 100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境

を作っていくことが必要である。また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、

オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方

でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。 

 

（３） これらを踏まえると、労働者が副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、

１つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる等さまざまであ

り、業種や職種によって仕事の内容、収入等も様々な実情があるが、自身の能力

を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいなどの希望

を持つ労働者がいることから、こうした労働者については、長時間労働、企業へ

の労務提供上の支障や業務上の秘密の漏洩等を招かないよう留意しつつ、雇用さ

れない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備す

ることが重要である。 

また、いずれの形態の副業・兼業においても、労働者の心身の健康の確保、

ゆとりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている趣旨にも鑑

み、長時間労働にならないよう、以下の３～５に留意して行われることが必要

である。 
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なお、労働基準法（以下「労基法」という。）の労働時間規制、労働安全衛生

法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件等を

労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は、認められず、

違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用

契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労基法、労働安

全衛生法等における使用者責任が問われる。  
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３ 企業の対応 

（１） 基本的な考え方 

裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。

副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に

支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなけれ

ば、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業

を認める方向で検討することが求められる。 

実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持っ

て進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションを

とることが重要である。なお、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったこと

により不利益な取扱いをすることはできない。加えて、企業の副業・兼業の取組

を公表することにより、労働者の職業選択を通じて、多様なキャリア形成を促進

することが望ましい。 

また、労働契約法第３条第４項において、「労働者及び使用者は、労働契約を遵

守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければ

ならない。」とされている（信義誠実の原則）。 

信義誠実の原則に基づき、使用者及び労働者は、労働契約上の主たる義務（使

用者の賃金支払義務、労働者の労務提供義務）のほかに、多様な付随義務を負っ

ている。 

副業・兼業の場合には、以下の点に留意する必要がある。 

 

ア 安全配慮義務 

労働契約法第５条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生

命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする

ものとする。」とされており（安全配慮義務）、副業・兼業の場合には、副業・

兼業を行う労働者を使用する全ての使用者が安全配慮義務を負っている。 

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、使用者が、労働者の全体

としての業務量・時間が過重であることを把握しながら、何らの配慮をしない

まま、労働者の健康に支障が生ずるに至った場合等が考えられる。 

このため、 

・ 就業規則、労働契約等（以下この（１）において「就業規則等」という。）

において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・

兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと 

・ 副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について労働者の安全や健

康に支障をもたらさないか確認するとともに、副業・兼業の状況の報告等に

ついて労働者と話し合っておくこと 

・ 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等に

より把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講
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ずること 

等が考えられる。 

 

イ 秘密保持義務 

労働者は、使用者の業務上の秘密を守る義務を負っている（秘密保持義務）。 

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する労働者が業

務上の秘密を他の使用者の下で漏洩する場合や、他の使用者の労働者（自らの

労働者が副業・兼業として他の使用者の労働者である場合を含む。）が他の使

用者の業務上の秘密を自らの下で漏洩する場合が考えられる。 

このため、 

・ 就業規則等において、業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁

止又は制限することができることとしておくこと 

・ 副業・兼業を行う労働者に対して、業務上の秘密となる情報の範囲や、業

務上の秘密を漏洩しないことについて注意喚起すること 

等が考えられる。 

 

ウ 競業避止義務 

労働者は、一般に、在職中、使用者と競合する業務を行わない義務を負って

いると解されている（競業避止義務）。 

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する労働者が他

の使用者の下でも労働することによって、自らに対して当該労働者が負う競業

避止義務違反が生ずる場合や、他の使用者の労働者を自らの下でも労働させる

ことによって、他の使用者に対して当該労働者が負う競業避止義務違反が生ず

る場合が考えられる。 

したがって、使用者は、競業避止の観点から、労働者の副業・兼業を禁止又

は制限することができるが、競業避止義務は、使用者の正当な利益を不当に侵

害してはならないことを内容とする義務であり、使用者は、労働者の自らの事

業場における業務の内容や副業・兼業の内容等に鑑み、その正当な利益が侵害

されない場合には、同一の業種・職種であっても、副業・兼業を認めるべき場

合も考えられる。 

このため、 

・ 就業規則等において、競業により、自社の正当な利益を害する場合には、

副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと 

・ 副業・兼業を行う労働者に対して、禁止される競業行為の範囲や、自社の

正当な利益を害しないことについて注意喚起すること 

・ 他社の労働者を自社でも使用する場合には、当該労働者が当該他社に対し

て負う競業避止義務に違反しないよう確認や注意喚起を行うこと 

等が考えられる。 
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エ 誠実義務 

誠実義務に基づき、労働者は秘密保持義務、競業避止義務を負うほか、使用

者の名誉・信用を毀損しないなど誠実に行動することが要請される。 

このため、  

・ 就業規則等において、自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊

する行為がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができること

としておくこと 

・ 副業・兼業の届出等の際に、それらのおそれがないか確認すること  

等が考えられる。 

 

オ 副業・兼業の禁止又は制限 

（ア） 副業・兼業に関する裁判例においては、  

・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労

働者の自由であること 

・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされ

た場合としては 

① 労務提供上の支障がある場合 

② 業務上の秘密が漏洩する場合 

③ 競業により自社の利益が害される場合 

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場   

 合 

が認められている。 

このため、就業規則において、 

・ 原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること 

・ 例外的に、上記①～④のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁

止又は制限することができることとしておくこと 

等が考えられる。 

 

（イ） なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者

が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由とし

ている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩

序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様の

ものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。 

このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合

であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか

否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考
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えられる。 

 

（２） 労働時間管理 

労基法第 38 条第１項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、

労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場

を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む（労働基準局長通達（昭和

23年５月 14日付け基発第 769号））とされている。 

労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における労基法第 38

条第１項の規定の解釈・運用については、次のとおりである。 

 

ア 労働時間の通算が必要となる場合 

（ア） 労働時間が通算される場合 

労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められ

た労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労基法第 38 条第

１項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。 

次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されない。 

・ 労基法が適用されない場合（例 フリーランス、独立、起業、共同経営、

アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等） 

・ 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合（農業・畜産業・

養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高

度プロフェッショナル制度） 

なお、これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないよう

にする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通

じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。 

 

（イ） 通算して適用される規定 

法定労働時間（労基法第 32 条）について、その適用において自らの事業

場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算され

る。 

時間外労働（労基法第 36 条）のうち、時間外労働と休日労働の合計で単

月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内の要件（同条第６項第２号及び第

３号）については、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する

使用者を規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働

時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。 

時間外労働の上限規制（労基法第 36 条第３項から第５項まで及び第６項

（第２号及び第３号に係る部分に限る。））が適用除外（同条第 11 項）又は

適用猶予（労基法第 139条第２項、第 140条第２項、第 141条第４項若しく

は第 142条）される業務・事業についても、法定労働時間（労基法第 32条）
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についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用

者の事業場における労働時間が通算される。 

なお、労働時間を通算して法定労働時間を超える場合には、長時間の時間

外労働とならないようにすることが望ましい。 

 

（ウ） 通算されない規定 

時間外労働（労基法第 36条）のうち、労基法第 36条第１項の協定（以下

「36協定」という。）により延長できる時間の限度時間（同条第４項）、36協

定に特別条項を設ける場合の１年についての延長時間の上限（同条第５項）

については、個々の事業場における 36 協定の内容を規制するものであり、

それぞれの事業場における延長時間を定めることとなる。 

また、36協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められてい

ることから、それぞれの事業場における時間外労働が 36 協定に定めた延長

時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他

の使用者の事業場における労働時間とは通算されない。 

休憩（労基法第 34条）、休日（労基法第 35条）、年次有給休暇（労基法第

39条）については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自ら

の事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通

算されない。 

 

イ 副業・兼業の確認 

（ア） 副業・兼業の確認方法 

使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認す

る。 

その方法としては、就業規則、労働契約等に副業・兼業に関する届出制を

定め、既に雇い入れている労働者が新たに副業・兼業を開始する場合の届出

や、新たに労働者を雇い入れる際の労働者からの副業・兼業についての届出

に基づくこと等が考えられる。 

使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・

兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。 

 

（イ） 労働者から確認する事項 

副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のものが考えられる。 

・ 他の使用者の事業場の事業内容 

・ 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容 

・ 労働時間通算の対象となるか否かの確認 

労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、

各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが望ましい。 
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・ 他の使用者との労働契約の締結日、期間 

・ 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻 

・ 他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数 

・ 他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続 

・ これらの事項について確認を行う頻度 

 

ウ 労働時間の通算 

（ア） 基本的事項 

ａ 労働時間を通算管理する使用者 

副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者（ア（ア）において労

働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除

く。）は、労基法第 38条第１項の規定により、それぞれ、自らの事業場に

おける労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管

理する必要がある。 

 

ｂ 通算される労働時間 

労基法第 38 条第１項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場に

おける労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業

場における労働時間とを通算することによって行う。 

 

ｃ 基礎となる労働時間制度 

労基法第 38 条第１項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場に

おける労働時間制度を基に、労働者からの申告等により把握した他の使用

者の事業場における労働時間と通算することによって行う。 

週の労働時間の起算日又は月の労働時間の起算日が、自らの事業場と他

の使用者の事業場とで異なる場合についても、自らの事業場の労働時間制

度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間を通

算する。 

 

ｄ 通算して時間外労働となる部分 

自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時

間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超

える部分が、時間外労働となる。 

 

（イ） 副業・兼業の開始前（所定労働時間の通算） 

ａ 所定労働時間の通算 

副業・兼業の開始前に、自らの事業場における所定労働時間と他の使用

者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間
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制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。 

 

ｂ 通算して時間外労働となる部分 

自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所

定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働

時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用

者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における 36

協定で定めるところによって行うこととなる。 

 

ｃ 所定労働時間の把握 

他の使用者の事業場における所定労働時間は、イ（イ）のとおり、副業・

兼業の確認の際に把握しておくことが考えられる。 

 

（ウ） 副業・兼業の開始後（所定外労働時間の通算） 

ａ 所定外労働時間の通算 

（イ）の所定労働時間の通算に加えて、副業・兼業の開始後に、自らの

事業場における所定外労働時間と他の使用者の事業場における所定外労

働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働

時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。 

※ 自らの事業場で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不

要である。 

※ 自らの事業場で所定外労働があるが、他の使用者の事業場で所定外労

働がない場合は、自らの事業場の所定外労働時間を通算すれば足りる。 

 

ｂ 通算して時間外労働となる部分 

所定労働時間の通算に加えて、自らの事業場における所定外労働時間と

他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行わ

れる順に通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を

超える部分がある場合は、当該超える部分が時間外労働となる。 

各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間のうち、自らの事業場

において労働させる時間については、自らの事業場における 36 協定の延

長時間の範囲内とする必要がある。 

各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間（他の使用者の事業場

における労働時間を含む。）によって、時間外労働と休日労働の合計で単

月 100時間未満、複数月平均 80時間以内の要件（労基法第 36条第６項第

２号及び第３号）を遵守するよう、１か月単位で労働時間を通算管理する

必要がある。 
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ｃ 所定外労働時間の把握 

他の使用者の事業場における実労働時間は、ウ（ア）ｂのとおり、労働

者からの申告等により把握する。 

他の使用者の事業場における実労働時間は、労基法を遵守するために把

握する必要があるが、把握の方法としては、必ずしも日々把握する必要は

なく、労基法を遵守するために必要な頻度で把握すれば足りる。 

例えば、時間外労働の上限規制の遵守等に支障がない限り、 

・ 一定の日数分をまとめて申告等させる 

（例：一週間分を週末に申告する等） 

・ 所定労働時間どおり労働した場合には申告等は求めず、実労働時間が

所定労働時間どおりではなかった場合のみ申告等させる 

（例：所定外労働があった場合等） 

・ 時間外労働の上限規制の水準に近づいてきた場合に申告等させる 

などとすることが考えられる。 

 

（エ） その他 

労働者が事業主を異にする３以上の事業場で労働する場合についても、上

記に記載したところにより、副業・兼業の確認、副業・兼業開始前の所定労

働時間の通算、副業・兼業開始後の所定外労働時間の通算を行う。 

 

エ 時間外労働の割増賃金の取扱い 

（ア） 割増賃金の支払義務 

各々の使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、他の使用者

の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申

告等により、 

・ まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、 

・ 次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、 

それぞれの事業場での所定労働時間・所定外労働時間を通算した労働時間を

把握し、その労働時間について、自らの事業場の労働時間制度における法定

労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の

割増賃金（労基法第 37条第１項）を支払う必要がある。 

 

（イ） 割増賃金率 

時間外労働の割増賃金の率は、自らの事業場における就業規則等で定めら

れた率（２割５分以上の率。ただし、所定外労働の発生順によって所定外労

働時間を通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超

える部分が１か月について 60 時間を超えた場合には、その超えた時間の労

働のうち自ら労働させた時間については、５割以上の率。）となる（労基法第



 

 

14 

37条第１項）。 

 

オ 簡便な労働時間管理の方法 

（ア） 趣旨 

副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方については上記のとおりである

が、例えば、副業・兼業の日数が多い場合や、自らの事業場及び他の使用者

の事業場の双方において所定外労働がある場合等においては、労働時間の申

告等や通算管理において、労使双方に手続上の負担が伴うことが考えられる。 

このため、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、上記によ

ることのほかに、労働時間の申告等や通算管理における労使双方の手続上の

負担を軽減し、労基法に定める最低労働条件が遵守されやすくなる簡便な労

働時間管理の方法（以下「管理モデル」という。）として、以下の方法による

ことが考えられる。 

 

（イ） 管理モデルの枠組み 

管理モデルは、副業・兼業の開始前に、当該副業・兼業を行う労働者と時

間的に先に労働契約を締結していた使用者（以下「使用者Ａ」という。）の事

業場における法定外労働時間と時間的に後から労働契約を締結した使用者

（以下「使用者Ｂ」という。）の事業場における労働時間（所定労働時間及び

所定外労働時間）とを合計した時間数が単月 100 時間未満、複数月平均 80

時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の

上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させるこ

ととするものであること。また、使用者Ａは自らの事業場における法定外労

働時間の労働について、使用者Ｂは自らの事業場における労働時間の労働に

ついて、それぞれ自らの事業場における 36 協定の延長時間の範囲内とし、

割増賃金を支払うこととするものであること。 

これにより、使用者Ａ及び使用者Ｂは、副業・兼業の開始後においては、

それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用

者の事業場における実労働時間の把握を要することなく労基法を遵守する

ことが可能となるものであること。 

 

（ウ） 管理モデルの実施 

ａ 導入手順 

副業・兼業に関する企業の事例において、労務管理上の便宜や労働者の

健康確保等のため、副業・兼業の開始前に、あらかじめ使用者が他の使用

者の事業場における労働時間や通算した労働時間について上限を設定し、

労働者にその範囲内で副業・兼業を行うことを求めている事例がみられる。 

管理モデルについても、一般的には、副業・兼業を行おうとする労働者
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に対して使用者Ａが管理モデルにより副業・兼業を行うことを求め、労働

者及び労働者を通じて使用者Ｂがこれに応じることによって導入される

ことが想定される。 

 

ｂ 労働時間の上限の設定 

使用者Ａの事業場における１か月の法定外労働時間と使用者Ｂの事業

場における１か月の労働時間とを合計した時間数が単月 100時間未満、複

数月平均 80 時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場にお

ける労働時間の上限をそれぞれ設定する。 

月の労働時間の起算日が、使用者Ａの事業場と使用者Ｂの事業場とで異

なる場合には、各々の使用者は、各々の事業場の労働時間制度における起

算日を基に、そこから起算した１か月における労働時間の上限をそれぞれ

設定することとして差し支えない。 

 

ｃ 時間外労働の割増賃金の取扱い 

使用者Ａは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用

者Ｂは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ割増賃金

を支払う。 

使用者Ａが、法定外労働時間に加え、所定外労働時間についても割増賃

金を支払うこととしている場合には、使用者Ａは、自らの事業場における

所定外労働時間の労働について割増賃金を支払うこととなる。 

時間外労働の割増賃金の率は、自らの事業場における就業規則等で定め

られた率（２割５分以上の率。ただし、使用者Ａの事業場における法定外

労働時間の上限に使用者Ｂの事業場における労働時間を通算して、自らの

事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が１か月につ

いて 60 時間を超えた場合には、その超えた時間の労働のうち自らの事業

場において労働させた時間については、５割以上の率。）とする。 

 

（エ） その他 

ａ 管理モデルの導入の際の労働時間の上限の設定において、使用者Ａの事

業場における１か月の法定外労働時間と使用者Ｂの事業場における１か

月の労働時間とを合計した時間数を 80時間を超えるものとした場合には、

翌月以降において複数月平均 80 時間未満となるように労働時間の上限の

設定を調整する必要が生じ得る。 

このため、労働時間の申告等や通算管理における労使双方の手続上の負

担を軽減し、労基法に定める最低労働条件が遵守されやすくするという管

理モデルの趣旨に鑑み、そのような労働時間を調整する必要が生じないよ

うに、各々の使用者と労働者との合意により労働時間の上限を設定するこ
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とが望ましい。 

 

ｂ 管理モデルの導入後に、使用者Ａにおいて導入時に設定した労働時間の

上限を変更する必要が生じた場合には、あらかじめ労働者を通じて使用者

Ｂに通知し、必要に応じて使用者Ｂにおいて設定した労働時間の上限を変

更し、これを変更することは可能である。なお、変更を円滑に行うことが

できるよう、あらかじめ、変更があり得る旨を留保しておくことが望まし

い。 

 

ｃ 労働者が事業主を異にする３以上の事業場で労働する場合についても、

使用者Ａの事業場における法定外労働時間、使用者Ｂの事業場における労

働時間、更に時間的に後から労働契約を締結した使用者Ｃ等の事業場にお

ける労働時間について、各々の使用者の事業場における労働時間の上限を

それぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれその範囲内で労働させ、使用者

Ａは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用者Ｂ及び

使用者Ｃ等は自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ割

増賃金を支払うことにより、管理モデルの導入が可能である。 

 

ｄ 管理モデルを導入した使用者が、あらかじめ設定した労働時間の範囲を

逸脱して労働させたことによって、時間外労働の上限規制を超える等の労

基法に抵触した状態が発生した場合には、当該逸脱して労働させた使用者

が、労働時間通算に関する法違反を問われ得ることとなる。 

 

（３） 健康管理 

使用者は、労働者が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働安全衛生法第

66条等に基づき、健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェック

やこれらの結果に基づく事後措置等（以下「健康確保措置」という。）を実施しな

ければならない。 

また、健康確保の観点からも他の事業場における労働時間と通算して適用され

る労基法の時間外労働の上限規制を遵守すること、また、それを超えない範囲内

で自らの事業場及び他の使用者の事業場のそれぞれにおける労働時間の上限を

設定する形で副業・兼業を認めている場合においては、自らの事業場における上

限を超えて労働させないこと。 

（注）労働安全衛生法第 66 条に基づく一般健康診断及び第 66 条の 10 に基づく

ストレスチェックは、常時使用する労働者（常時使用する短時間労働者を含

む。）が実施対象となる。 

この際、常時使用する短時間労働者とは、短時間労働者のうち、以下のい

ずれの要件をも満たす者である（平成 26 年７月 24 日付け基発 0724 第２号
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等抜粋）。 

・ 期間の定めのない労働契約により使用される者（期間の定めのある労働

契約により使用される者であって、契約期間が１年以上である者並びに契

約更新により１年以上使用されることが予定されている者及び１年以上

引き続き使用されている者を含む。） 

・ １週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の

労働者の１週間の所定労働時間の３／４以上である者 

 

ア 健康確保措置の対象者 

健康確保措置の実施対象者の選定に当たって、副業・兼業先における労働時

間の通算をすることとはされていない。 

ただし、使用者の指示により当該副業・兼業を開始した場合は、当該使用者

は、原則として、副業・兼業先の使用者との情報交換により、それが難しい場

合は、労働者からの申告により把握し、自らの事業場における労働時間と通算

した労働時間に基づき、健康確保措置を実施することが適当である。 

 

イ 健康確保措置等の円滑な実施についての留意点 

使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理

を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝えること、

副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施するこ

となど、労使の話し合い等を通じ、副業・兼業を行う者の健康確保に資する措

置を実施することが適当である。また、副業・兼業を行う者の長時間労働や不

規則な労働による健康障害を防止する観点から、働き過ぎにならないよう、例

えば、自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休

日労働の免除や抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切な措置を講

じることができるよう、労使で話し合うことが適当である。 

さらに、使用者の指示により当該副業・兼業を開始した場合は、実効ある健

康確保措置を実施する観点から、他の使用者との間で、労働の状況等の情報交

換を行い、それに応じた健康確保措置の内容に関する協議を行うことが適当で

ある。 

 

（４） 副業・兼業に関する情報の公表について 

   企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資する

よう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件につ

いて、自社のホームページ等において公表することが望ましい。 
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４ 労働者の対応 

（１） 労働者は、副業・兼業を希望する場合にも、まず、自身が勤めている企業の

副業・兼業に関するルール（労働契約、就業規則等）を確認し、そのルールに照

らして、業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要がある。例え

ば労働者が副業・兼業先の求職活動をする場合には、就業時間、特に時間外労働

の有無等の副業・兼業先の情報を集めて適切な就職先を選択することが重要であ

る。なお、適切な副業・兼業先を選択する観点からは、自らのキャリアを念頭に、

企業が３（４）により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関す

る情報を参考にすることや、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認作

業を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効で

ある。また、実際に副業・兼業を行うに当たっては、労働者と企業の双方が納得

感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケー

ションをとることが重要である。 

 

（２） （１）により副業・兼業を行うに当たっては、副業・兼業による過労によっ

て健康を害したり、業務に支障を来したりすることがないよう、労働者（管理監

督者である労働者も含む。）が、自ら各事業場の業務の量やその進捗状況、それ

に費やす時間や健康状態を管理する必要がある。 

また、他の事業場の業務量、自らの健康の状況等について報告することは、企

業による健康確保措置を実効あるものとする観点から有効である。 

 

（３） そこで、使用者が提供する健康相談等の機会の活用や、勤務時間や健康診断

の結果等の管理が容易になるようなツールを用いることが望ましい。始業・終業

時刻、休憩時間、勤務時間、健康診断等の記録をつけていくような民間等のツー

ルを活用して、自己の就業時間や健康の管理に努めることが考えられる。ツール

は、副業・兼業先の就業時間を自己申告により使用者に伝えるときにも活用でき

るようなものが望ましい。 

 

（４） なお、副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による

年末調整ではなく、個人による確定申告が必要である。 
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５ 副業・兼業に関わるその他の制度について 

（１） 労災保険の給付（休業補償、障害補償、遺族補償等） 

事業主は、労働者が副業・兼業をしているかにかかわらず、労働者を１人でも

雇用していれば、労災保険の加入手続を行う必要がある。 

労災保険制度は労基法における個別の事業主の災害補償責任を担保するもの

であるため、従来その給付額については、災害が発生した就業先の賃金分のみに

基づき算定していたが、複数就業している者が増えている実状を踏まえ、複数就

業者が安心して働くことができるような環境を整備するため、「雇用保険法等の

一部を改正する法律」（令和２年法律第 14号）により、非災害発生事業場の賃金

額も合算して労災保険給付を算定することとしたほか、複数就業者の就業先の業

務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行うこととした。 

なお、労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合、一の就業

先から他の就業先への移動時に起こった災害については、通勤災害として労災保

険給付の対象となる。 

（注）事業場間の移動は、当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行う

ために行われる通勤であると考えられ、当該移動の間に起こった災害に関す

る保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うものとして

いる。（労働基準局長通達（平成 18年３月 31日付け基発第 0331042号）） 

 

（２） 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 

雇用保険制度において、労働者が雇用される事業は、その業種、規模等を問わ

ず、全て適用事業（農林水産の個人事業のうち常時５人以上の労働者を雇用する

事業以外の事業については、暫定任意適用事業）である。このため、適用事業所

の事業主は、雇用する労働者について雇用保険の加入手続きを行わなければなら

ない。ただし、同一の事業主の下で、①１週間の所定労働時間が 20 時間未満で

ある者、②継続して 31 日以上雇用されることが見込まれない者については被保

険者とならない（適用除外）。また、同時に複数の事業主に雇用されている者が、

それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合、その者が生計を維持す

るに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となるが、「雇用

保険法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第 14号）により、令和４年１月

より 65 歳以上の労働者本人の申出を起点として、一の雇用関係では被保険者要

件を満たさない場合であっても、二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適

用する制度が試行的に開始される。 

社会保険（厚生年金保険及び健康保険）の適用要件は、事業所毎に判断するた

め、複数の雇用関係に基づき複数の事業所で勤務する者が、いずれの事業所にお

いても適用要件を満たさない場合、労働時間等を合算して適用要件を満たしたと

しても、適用されない。また、同時に複数の事業所で就労している者が、それぞ
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れの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は、いずれかの事業所の管轄

の年金事務所及び医療保険者を選択し、当該選択された年金事務所及び医療保険

者において各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決

定する。その上で、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保険

料を、選択した年金事務所に納付（健康保険の場合は、選択した医療保険者等に

納付）することとなる。 


